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子ども・子育て支援金制度について



・政府は少子化対策の抜本的強化にあたり、「こども
未来戦略」において総額３．６兆円規模に及ぶ「こども
・子育て支援加速加プラン」を取りまとめました。

・少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、
子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組み
として、医療保険の保険料とあわせて拠出いただく子
ども・子育て支援金制度を令和８年度に創設し、３．６
兆円のうち１兆円程度を確保することとしています。

・令和８年度の国民健康保険被保険者の負担額は１
人あたり月額250円、１世帯あたり月額350円程を見込
んでいると国からの資料で示されました。
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支援金制度により実施される事業

• 児童手当の抜本的な拡充

• 所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額（令和6年10
月から）

• 妊婦のための支援給付（出産・子育て応援交付金）

• 妊娠・出産時に10万円の経済支援（令和7年4月から制度化）

• 乳児等のための支援給付（こども誰でも通園制度）

• 月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設（令
和8年4月から給付化）

• 出生後休業支援給付（育休給付率の手取り10割相当の実現）

• 子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわ
せて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設（令和7年4月から）

• 育児時短就業給付（育児期の時短勤務の支援）

• 2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払
われた賃金額の10％を支給（令和7年4月から）

• 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置

• 自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳にな
るまでの期間の国民年金保険料を免除（令和8年10月から）
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・令和６年１２月１９日開催の熊本県国民健康保険連
携会議において、熊本県の国民健康保険における子
ども・子育て支援納付金の賦課方式は所得割・均等
割の２方式とすることで決定されました。
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【令和8年度保険税率改定のイメージ】

平等割

（世帯）

均等割

（人）
所得割

23,500円32,000円9.5％医療給付
費分

7,400円10,800円3.2％高齢者支
援金分

－19,000円2.9％介護納付
金分

平等割

（世帯）

均等割

（人）
所得割

23,500円32,000円9.5％医療給付
費分

7,400円10,800円3.2％高齢者支援
金分

－19,000円2.9％介護納付
金分

－●円●％
子ども・子育
て支援納付
金分



・令和７年１２月５日に熊本県により令和８年度の事業費納付
金の仮算定がなされ、子ども・子育て支援納付金分の納付金
額及び標準保険料率について下記の通り示されました。

納付金額 ： ２８，２１４，００５円

【標準保険料率】

０．２７%所得割率

１，４７７円均等割額

サンプル世帯での保険税額は以下のとおりです
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世帯主（30歳）給与収入50万円世帯主（30歳）営業所得200万円世帯主（70歳）年金収入200万円
夫（世帯主70歳）年金収入250万円

妻（65歳）年金収入80万円

夫（世帯主40歳）給与収入400万円

妻（40歳）所得金額０円
小学生のこども2人

1期あたり月額年額1期あたり月額年額1期あたり月額年額1期あたり月額年額1期あたり月額年額
子ども子
育て支援
納付金見

込額

38 25 300 713 475 5,700 300 200 2,400 613 408 4,900 1,150 767 9,200 
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本市としての対応についての提案



・本市においては昨年度国民健康保険財政の
慢性的な財源不足解消のため、保険税率改定
を行ったところです。

・その結果、令和８年度当初予算において、子
ども・子育て支援納付金による収入を除いた状
態での歳入不足額が約1,200万円となっていま
す。

・納付金算定における必要額は約2,800万円で

すが、来年度の子ども・子育て支援納付金の賦
課額としては、約1,200万円を賄うものとするこ
とを提案します。
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・1,200万円を賄うこととする場合の参考税率等は下記の通りと
なります。

【子ども・子育て支援納付金分保険税率】

０．１%所得割率

７００円均等割額

サンプル世帯での保険税額は以下のとおりです
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世帯主（30歳）
給与収入50万円

世帯主（30歳）
営業所得200万円

世帯主（70歳）
年金収入200万円

夫（世帯主70歳）年金収入250万円
妻（65歳）年金収入80万円

夫（世帯主40歳）給与収入400万円

妻（40歳）所得金額０円
小学生のこども2人

1期あたり月額年額1期あたり月額年額1期あたり月額年額1期あたり月額年額1期あたり月額年額
子ども子
育て支援
納付金見

込額

25 17 200275 183 2,200 113 75 900 250 167 2,000 463 308 3,700 


